
自
己
霊
の
極
度
の
勇
躍
を
欲
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
如
何

じ
彼
等
は
緊
張
し
た
「
生
』
の
蹴
繭
を
痛
感
し
た
ら
う
。
賞

際
彼
等
ば
か
り
で
は
杏
い
、
古
よ
り
宗
教
的
生
産
者
ご
し

て
そ
の
異
彩
ぞ
は
な
で
る
者
は
、
す
ベ

τ如
賞
な
る
自
我

即
も
本
然
性
の
開
耽
慌
で
あ
っ
た
。
時
は
移
り
月
は
行
き
年

は
去
っ
た
。
博
統
者
の
形
式
的
生
活
が
失
策
に
流
行
す
る

に
つ
れ
て
、
非
人
間
的
な
る
形
骸
的
信
保
を
獲
し
た
。
こ

の
様
仁
述
べ
来
り
述
べ
去
っ
て
の
形
式
打
破
ご
人
間
本
然

性
の
賞
現
、
そ
れ
こ
そ
異
の
醒
め
た
る
宗
教
が
現
出
す
ぺ

5
で
あ
る
。

以
上
自
分
の
言
は
甚
だ
漠
然
ご
し
て
居
る
、
然
し
入
万

四
千
の
訟
を
設
さ
玉
へ
る
世
傘
で
志
へ
も
「
一
宇
不
詑
」
ご

一
切
を
否
定
し
て
居
ら
れ
る
。
ロ
ハ
詮
子
る
所
は
祉
曾
的
形

式
の
宗
教
宣
博
氏
空
し
き
努
力
を
乙
、
私
の
生
活
は
因
襲

的
形
式
に
捕
へ
ら
れ
た
る
宗
救
者
を
見
、
異
に
現
代
民
衆

の
矯
め
宗
教
家
た
る
任
務
を
果
さ
ん
た
め
盆
々
各
人
内
的

じ
生
き
、
個
的
に
充
貰
せ
し
め
、
純
真
じ
し
℃
然
も
強
烈

な
る
要
求
を
抱
き
、
以
て
向
後
の
宗
教
的
活
動
を
し
て
翼

民
意
義
あ
ら
し
め
ん
事
を
痛
切
に
望
む
の
で
あ
る
oハ完
U

日
蓮
主
義
三
戦
争

くooj

露

月

配
所
の
月
淡
〈
西
天
に
影
を
止
む
東
探
勝
陀
羅
の
伏
屋

習

LZ」
吹
（
貞
路
の
春
風
仁
、
遁
り
の
礎
に
白
蓮
華
静
に

笑
み
泊
。

調
く
が
知
b
・t
孤
冷
の
韓
旭
H
ご
共
に
選
雲
漂
ふ
凡
界
を

突
き
、
奇
瑞
は
後
日
の
定
し
か
ら
ぬ
活
躍
の
ス
タ
z
q
y
を

そ
物
語

bs。

畏
〈
も
霊
山
の
寵
使
た
る
上
人
、
鳴
呼
凡
夫
に
示
同
せ

ら
れ
如
蓮
華
在
水
の
芳
明
永
世
衆
人
の
座
右
の
銘
ご
宇
り

ぬ
D

惟
に
上
人
は
春
花
秋
聾
涼
台
温
衣
総
て
朝
露
の
快
鶏

じ
蕩
遣
れ
ず
、
金
錨
争
ら
ぬ
霊
体
は
着
る
仁
服
な
〈
常
に

三
類
の
張
蹴
を
身
に
纏
ひ
、
座
す
に
昼
事
〈
電
先
閃
〈
秋

水
の
下
に
座
さ
れ
、
住
む
に
家
な
く
怒
溝
白
〈
噛
む
岩
頭

仁
立
た
れ
、
臥
す
仁
床
、
あ
く
、
霜
風
雲
花
の
塚
原
氏
臥
せ

ら
れ
、
行
住
座
臥
困
苦
ご
塵
搾
ご
を
以
て
日
誌
を
綴
ら
れ

給
ひ
、
南
船
北
馬
席
温
ま
る
の
一
割
だ
じ
な
か
り
き
o

果

熟
す
弘
安
の
各
不
滅
の
滅
に
入
b
給
ム
。
上
人
の
霊
体
購



し
て
何
物
を
以
て
成
せ
ら
れ
し
欺
、
謂
忠
孝
仁
義
枇
曾
の

万
法
は
残
ら
ず
編
一
切
の
功
徳
を
包
む
蕗
の
不
老
不
免
是

野
良
薬
た
る
妙
法
五
字
の
所
成
品
、
是
の
功
徳
を
一
切
衆

生
の
口
仁
入
れ
ん
さ
の
勉
胸
こ
そ
、
上
人
一
生
涯
の
事
業

に
乙
て
高
代
の
主
義
な
れ
。
『
願
〈
ば
我
を
損
す
る
園
主
は

最
初
に
之
を
導
か
ん
』
『
邪
見
最
頼
あ
り
』
是
則
善
悪
愛
惜

を
問
は
ぬ
、
備
陀
の
溢
る
、
3

慈
悲
を
以
て
斯
の
如
き
人
類

の
境
よ
り
『
日
本
乃
至
漢
土
月
氏
一
関
浮
提
一
同
に
有
智

無
特
を
嫌
は
ず
他
事
を
拾
て
、
商
無
妙
法
蓮
華
経
ご
唱
ム

ペ
し
』
ご
全
世
界
仁
至
る
の
理
想
を
包
括
せ
り
。
否
寧
ろ

日
蓮
主
義
の
根
本
は
不
偏
的
世
界
的
仁
存
せ
り
。
き
れ
ず

常
仁
同
家
安
泰
を
新
念
せ
ら
れ
、
或
は
安
閑
論
じ
は
む
闘

の
危
念
を
懐
慨
せ
ら
れ
、
三
諌
口
氏
苦
〈
反
っ
て
上
人
の

御
袖
に
迫
害
の
雨
も
て
濡
せ
乙
北
健
覇
者
の
根
を
後
じ
し

国
賊
家
古
退
治
軍
の
先
鋒
ご
な
り
し
は
、
其
の
動
作
車
に

一
愛
凶
者
の
如
く
見
ゆ
れ
ぎ
然
る
じ
あ
ら
ず
『
閣
は
法
仁

依
て
昌
へ
法
は
人
民
由
て
貴
乙
関
口
び
人
減
せ
ば
偽
を
ば

誰
か
崇
む
ぺ
く
法
を
ば
誰
か
信
ず
可
し
』
さ
即
日
本
を
根

本
道
携
と
L
出
費
動
ど
し
て
人
倫
道
徳
の
要
旨
を
合
ま
せ

本
化
的
信
念
強
園
を
蓋
し

τ世
界
を
統
一
し
、
人
類
を
救

梼
せ
ん
ご
し
た
る
な

h
。

『
詮
す
る
慮
天
も
捨
て
玉
へ
諸
難
民
も
遭
へ
身
命
を
期
ご

せ
ん
善
に
つ
け
悪
に
つ
け
法
華
経
を
拾
っ
る
は
地
獄
の
業

な
る
べ
し
』
ご
。
上
人
の
自
民
耳
こ
そ
、
上
人
の
僅
守
る
宗

牒
小
あ
る
愛
染
堂
も
他
山
の
石
ご
せ
ら
れ
し
は
、
賞
に
比

の
謂
争
hノ
O

即
ち
日
本
を
出
費
貼
ご
せ
る
は
人
格
的
統
一

又
は
日
本
は
上
人
の
生
国
ご
云
ふ
に
あ
ら
や
’
0

－
弘
む
ぺ

吾
、
殺
の
優
秀
は
勿
論
2
弘
敬
の
時
機
8
園
体
の
成
立
4
仁

宗
教
的
戚
化
を
受
け
し
道
徳
上
の
歴
史
に
依
り
5
金
口
の

mm識
に
よ
る
。
故
に
上
人
日
「
日
は
東
よ
り
西
に
入
る
日
本

の
備
法
月
氏
へ
蹄
る
ぺ
き
瑞
相
』
又
云
「
五
五
百
歳
の
閣
を

照
す
ぺ
き
瑞
相
也
』
又
日
「
日
蓮
魁
げ
し
た
り
』
ご
絶
叫

し
た
る
は
賓
に
其
証
也
。

然
に
我
姐
を
一
宗
の
閥
姐
熱
烈
な
る
愛
国
借
、
或
は
天

台
宗
復
興
者
等
ご
、
恰
も
煤
け
る
》
偽
・
闘
の
片
隅
に
祭
り

奉
る
が
如
き
は
甚

L
3忠
君
、
否
通
一
偽
土
の
組
意
に
到

し
賓
仁
和
済
ま
ぬ
次
第
さ
云
ふ
べ
き
也
。
或
人
日
『
其
中

衆
生
悉
是
吾
子
の
慈
悲
の
網
仁
携
は
る
人
に
し
て
砲
火
剣
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戟
を
杷
・
り
相
撃
ち
相
殺
す
は
我
が
左
手
を
以
て
右
手
を
打

つ
が
如
き
罪
悪
あ
り
、
然
に
日
蓮
主
義
を
体
得
し
心
ご
せ

る
悌
敢
徒
に
し
て
此
の
罪
悪
あ
る
戟
宰
を
進
ん
で
謡
歌
す

る
は
甚
だ
謂
れ
な

3
矛
盾
な
b
』
是
れ
宗
祖
の
平
等
主
義

を
或
は
平
和
主
義
の
一
偏
に
国
は
れ
た
る
思
想
に
し

τ、

宗
組
の
御
本
意
仁
深
く
立
入
ら
ず
、
叉
戦
争
の
意
義
を
誤

解
せ
し
徒
輩
ご
云
ム
ペ
し
。

『
か
、
通
る
時
節
は
日
蓮
悌
耕
を
蒙
り
て
此
土
に
生
れ
げ
る

こ
そ
時
の
不
宵
中
小
れ
、
法
王
の
宣
旨
背
き
難
け
れ
ば
経
文

に
ま
か
せ
て
権
買
二
殺
の
戟
を
起
し
忍
辱
の
鐙
を
着
て
妙

経
の
剣
を
提
ぐ
』
是
れ
は
是
賓
認
す
ぺ
き
宗
教
的
貫
戟
の

美
影
な
り
、
身
体
髪
膚
父
母
の
賜
致
傷
せ
ぎ
る
は
孝
の
始

さ
雄
、
害
毒
を
流
す
手
足
あ
れ
ば
潔
〈
切
断
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
可
憐
争
る
悉
是
吾
子
の
同
胞
と
雄
逆
続
中
小
れ
ば
悌
陀

は
悲
を
以

τの
故
に
、
泥
諜
の
苦
界
に
も
迫
放
せ
ね
ば
歩

ら
ぬ
。
毒
の
手
足
を
切
で
身
体
の
平
和
を
得
、
奈
落
迦
の

苦
eMι

嘗
て
後
初
め
て
毒
鼓
の
縁
を
結
び
得
ぺ

3
也
。
き
れ

ば
宗
姐
は
樺
寅
二
教
の
戟
に
は
腰
に
妙
経
の
剣
を
提
げ
、

司
令
官
ご
中
か
り
で
出
征
遊
ば
ぎ
れ
、
法
華
折
伏
破
権
問
理

の
金
言
相
違
背
せ
ず
「
皆
法
王
の
化
人
ご
あ
す
』
の
績
を

立
て
給
ム
。

然
し
戟
争
に
二
種
あ
り
。
謂
〈
野
質
的
道
義
的
な
り
。

若
L
盤
的
の
戦
争
な
れ
ば
偽
敬
家
は
勿
論
常
人
ご
雌
賛
成

す
か
ら
ず
、
否
須
く
非
戦
論
を
叫
ぶ
ぺ
b
d
な
り
。
蓋
し
去

る
封
濁
国
交
の
如
き
一
歩
も
退
〈
ぺ
か
ら
ず
、
帝
宗
祖
の

隠
岐
の
「
法
王
は
天
子
そ
か
し
擢
の
太
夫
は
民
そ
か
し
云

々
』
の
聖
意
の
下
に
謹
（
献
身
的
態
度
に
包
．
つ
べ
き
な
り
。

所
謂
闘
の
鴻
め
世
界
平
和
の
矯
め
越
す
戟
争
の
謡
歌
は
必

然
的
叫
び
ご
謂
つ
ぺ
し
。
此
に
於
て
正
義
の
戦
争
は
王
悌

冥
人
口
の
海
想
的
平
和
を
産
む
ぺ

3
日
蓮
主
義
の
像
波
に
為
し

て
、
世
界
ご
異
な
ら
ざ
る
先
天
的
思
想
を
有
す
。
き
れ
ば

日
蓮
山
よ
り
流
れ
来
、
偽
海
道
入
を
欲
求
す
る
吾
人
は
、

忠
君
愛
同
即
日
蓮
主
義
た
る
の
概
念
を
知
ら
ば
、
水
、
波

元
ご
同
性
な
る
が
如
く
、
戟
手
の
議
論
又
世
出
を
視
ら
ぎ

る
を
知
ら
ん
。
故
仁
目
今
世
界
は
修
羅
の
巷
を
貫
現
せ
る

に
嘗
り
、
五
字
御
旗
の
鹿
き
に
惇
ら
ず
、
天
地
凍
る
寒
空

の
今
日
、
東
洋
の
海
遁
に
賂
た
西
洋
の
野
末
に
情
混
乾
く

民
草
を
見
て
は
、
今
日
は
人
の
上
明
日
は
身
の
上
ご
の
反
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省
の
下
仁
、
息
の
遁
は
ん
限
り
は
と
本
化
的
自
費
の
下
じ

脊
に
負
ふ
重
き
任
務
を
果
す
ぺ
く
自
他
向
上
に
務
む
ぺ
き

争・
9
0

宗

組

の

御

生

涯
鈴

)I慎

暁

木

無
始
無
終
な
る
法
華
経
の
神
霊
が
、
無
始
無
終
を
岡
瞳

ご
せ
る
我
が
園
へ
出
現
せ
ん
ご
地
下
に
潜
み
、
時
の
来
た

る
を
待
も
居
給
ひ
し
な
り
。
折
し
も
如
来
の
金
言
「
不
遺

言
語
闘
詩
白
法
隠
浪
』
の
世
ど
は
守
れ
り
、
鳴
呼
「
言
諮

問
詩
白
法
一
隠
浅
』
果
せ
る
哉
、
国
史
上
よ
b
云
は
ん
は
、

一
天
寓
乗
の
大
君
を
中
心
ご
乙
、
源
平
二
氏
の
争
ム
あ
り

二
氏
漸
く
衰
ふ
る
や
最
後
に
北
保
氏
典
h
y
‘
承
久
の
大
乱

に
於
て
、
畏
〈
も
三
上
皇
を
流
し
、
一
帝
を
麿
乙
奉
る
が

如
〈
暴
虐
共
の
極
に
蓬
せ
り
。
次
に
偽
教
界
上
よ
b
遁
ぺ

ん
に
、
彼
の
博
敬
大
師
の
開
基
謹
問
先
れ
ざ
法
華
経
の
山

中
伊
ち
し
叡
山
も
、
惜
＝
し
い
か
な
慈
畳
、
安
然
、
恵
心
等
の
鎮

め
、
一
掬
幅
宗
ど
な
り
、
加
ふ
る
に
悶
城
寺
奈
良
の
枇
寺
問

と
じ
於
て
遂
に
言
諮
問
詩
の
費
を
嬬
じ
、
下
り
て
博
士
、
鵡

異
等
の
邪
宗
績
φ
流
布
し
、
哀
れ
法
華
経
乃
ち
一
大
白
法

は
隠
設
せ
ら
れ
た
り
。

所
謂
法
華
経
の
神
霊
が
世
じ
出
現
し
、
邪
宗
邪
法
を
掃

蕩
し
‘
朝
廷
の
神
事
を
長
へ
に
安
泰
せ
し
め
ん
時
は
来
れ

り
。
是
に
於
て
か
貞
臆
元
年
二
月
十
六
日
安
房
の
園
小
湊

の
浦
に
、
奇
異
瑞
想
に
ほ
り
弧
々
の
聾
を
畢
げ
し
一
男
子

こ
そ
、
末
法
五
濁
の
暗
を
照
し
本
化
上
行
の
再
誕
、
法
刊
本

経
の
擢
化
た
る
宗
組
日
蓮
大
菩
薩
た
h
3
0

上
人
の
困
位
は
法
華
経
の
神
霊
に
し
て
、
叉
出
現
の
因

縁
は
是
の
如
し
。
故
に
弘
教
じ
先
立
ち
大
廟
を
奉
ザ
し
、

弘
敢
に
入
り
で
は
盛
ん
じ
大
義
名
分
を
就
き
、
版
活
の
大

遣
を
明
か
に
し
、
北
健
一
一
肢
を
諌
暁
し
、
変
古
襲
来
を
議

知
し
‘
是
が
警
備
を
幕
府
民
迫
る
等
、
徹
一
凶
徹
尾
我
が
闘

韓
を
擁
護
し
拾
ひ
し
な
り
o

然
る
v
b

其
の
行
動
及
明
正
大
な
れ
が
故
、
悪
鬼
邪
紳
は

庭
も
に
之
が
妨
害
仁
着
手
せ
り
。
初
説
法
の
時
忽
も
束
傑

景
信
あ
り
、
鎌
倉
弘
敢
に
良
観
あ
り
、
内
管
領
卒
の
左
衛

門
の
幕
府
の
暴
威
を
笠
仁
し
法
身
に
迫
る
あ
り
、
英
の
他
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